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内水面区画漁業権免許状況一覧表（第１４次） 
〔存続期間：平成３１年１月１日～令和５年１２月３１日〕 

局 漁業権者 漁 業 権 番 号 漁 業 種 類 漁 業 の 名 称 漁業期間 漁場の位置及び区
域 （ 概 略 ） 制 限 又 は 条 件 

石狩 
 
1 

新篠津村 石内区第１号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 1/1～
12/31 

石狩郡新篠津村 
（袋達布沼） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

胆振 
 
 
 
 
 
 
 
3 

いぶり中
央漁協 

胆内区第１号 第二種区画漁業 ひめます養殖業 1/1～
12/31 

白老郡白老町 
（倶多楽湖） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

荒木義信
ほか１０
名 

胆内区第２号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 
えび養殖業 
こい養殖業 

1/1～
12/31 

苫小牧市 
（ウトナイ湖及び
美々川） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

向江豊司 胆内区第３号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 
えび養殖業 
こい養殖業 

1/1～
12/31 

勇払郡厚真町 
（三ケ月沼） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

日高 
 
 
 
1 

電工興産株式会社 日内区第１号 第二種区画漁業 にじます養殖業 1/1～
12/31 

様似郡様似町 
（幌満川第３貯水
池、オナルベシ川、
無名川、フチミ川
及び幌満川） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

十勝 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

上士幌町 十内区第１号 第二種区画漁業 やまべ養殖業 
わかさぎ養殖業 
にじます養殖業 

1/1～
12/31 

河東郡上士幌町 
（糠平湖） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

鹿追町 十内区第２号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 
やまべ養殖業 
にじます養殖業 
おしょろこま養殖業 

1/1～
12/31 

河東郡鹿追町及び
上士幌町 
(然別湖、十三の沢
川及び十二の沢
川) 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

新得町 十内区第３号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 
にじます養殖業 

1/1～
12/31 

上川郡新得町 
(サホロ湖及び佐
幌川) 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

釧路 
1 

散布漁協 釧内区第１号 第一種区画漁業 うに養殖業 
かき養殖業 

1/1～
12/31 

厚岸郡浜中町 
（火散布沼） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

オホ 
ー 
ツク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 

置戸町 網内区第１号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 
やまべ養殖業 

1/1～
12/31 

常呂郡置戸町 
（おけと湖、常呂
川及び上ホロカト
コロナイ川） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

網走漁協 
 

網内区第２号 第一種区画漁業 かき養殖業 1/1～
12/31 

網走市及び斜里郡
小清水町 
（濤沸湖一部） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

網内区第３号 第一種区画漁業 かき養殖業 1/1～
12/31 

網走市 
（藻琴湖一部） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

紋別漁協 網内区第４号 第一種区画漁業 かき養殖業 1/1～
12/31 

紋別市 
（コムケ湖一部） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

空知 
 
1 

三笠市 空内区第１号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 1/1～
12/31 

三笠市 
（桂沢湖） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

上川 
 
1 

剣淵町 上内区第１号 第二種区画漁業 わかさぎ養殖業 1/1～
12/31 

上川郡和寒町及び
剣淵町 
（桜岡貯水池） 

国又は地方公共団体の行う河川
工事に対し、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではならない。 

 



　袋達布沼の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

石内区第１号

　石狩郡新篠津村

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :



　倶多楽湖の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

胆内区第１号

　白老郡白老町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :



　ウトナイ湖の区域及びＪＲ千歳線美々川橋梁上流端の線から下流ウトナイ湖までの美々川本流

の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

胆内区第２号

　苫小牧市

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/100,000縮尺 :



　三ヶ月沼の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

胆内区第３号

　勇払郡厚真町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :



　幌満川第３貯水池の区域、同貯水池に流入するオナルベシ川、無名川及びフチミ川のそれぞ

れの川の河口から上流１，０００メートルまでの本流の区域、並びに幌満川とパンケ川の合流点か

ら下流幌満川第３貯水池までの幌満川本流の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

日内区第１号

　様似郡様似町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/40,000縮尺 :

オ

ナ

ル

ベ

シ

川



　糠平湖の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

十内区第１号

　河東郡上士幌町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/100,000縮尺 :



十内区第２号

　河東郡鹿追町及び上士幌町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/30,000縮尺 :

基点第2号 昭和３９年北海道知事建設の北海道内水面漁業調整規則第47条第１項に定める基点

イに係る標柱

　次の基点第1号と基点第２号を結んだ線から南側の然別湖の区域、十三の沢川の本流及び支

流の区域、並びに東雲湖から下流然別湖までの十二の沢川の本流及び支流の区域

基点第1号 昭和３９年北海道知事建設の北海道内水面漁業調整規則第47条第１項に定める基点

アに係る標柱

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域



　サホロ湖の区域及び二の沢と西佐幌川の合流点から下流サホロ湖までの佐幌川本流の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

十内区第３号

　上川郡新得町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/50,000縮尺 :



　火散布橋上流端の線から上流の火散布沼の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

釧内区第1号

　厚岸郡浜中町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/50,000縮尺 :

火散布橋



能取湖口西護岸南東端

点1 基点第１号から　２００度　００分 　　 １，１５０メートルの点

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

　次の点1、点２、点３、点４、点５及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第1号

点4 基点第１号から　２１９度　００分　　１０，３５０メートルの点

点2 基点第１号から　１６９度　００分　　　４，３２０メートルの点

点3

点5 基点第１号から　２４２度　００分　　　５，４００メートルの点

基点第１号から　１９８度　００分　　　８，７２０メートルの点

網内区第１号

　網走市

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/100,000縮尺 :



　おけと湖の区域、峰映橋下流端の線から下流おけと湖までの常呂川本流の区域及び鹿の湯橋

上流端の線から上流２４０メートルの線より下流おけと湖までの上ホロカトコロ川本流の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

網内区第２号

　常呂郡置戸町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/50,000縮尺 :

上

ホ

ロ

カ

ト

コ

ロ

川



網内区第３号

　網走市及び斜里郡小清水町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :

　次の点1、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第1号 国土地理院三角点　北浜

点1 基点第１号から　２４６度　３１分　　　９４６メートルの点

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

点4 点３から　　　３１４度　１４分　　　２５０メートルの点

点2 点１から　　　１３４度　１４分　　　２５０メートルの点

点3 点２から　　　２２４度　１４分　　　３５０メートルの点



点4 点３から　　　　２９度　２０分　　　２５５メートルの点

点2 点１から　　　２０９度　２０分　　　２５５メートルの点

点3 点２から　　　２９９度　２０分　　　１３０メートルの点

　次の点1、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域

基点第1号 国土地理院三角点　新栗履

点1 基点第１号から　149度　10分　　　１，４３０メートルの点

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

網内区第４号

　網走市

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :



　桂沢湖の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

空内区第１号

　三笠市

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/50,000縮尺 :



　桜岡貯水池の区域

漁 場 の 位 置

漁 場 の 区 域

上内区第１号

　上川郡和寒町及び剣淵町

区 画 漁 業 権 免 許 漁 場 図

1/25,000縮尺 :
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